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最近のインサイダー取引とコンプライアンス

　秘密というのはいずれ暴露される運命にあり、もし漏れない秘密があるとすれば、それは所

詮それだけの価値しかない、ということだそうですが、果たしてどうでしょうか。ここに欲得

がからむと、誰かに話したいという衝動よりも抜け駆けの欲求のほうが勝り、コンプライアン

スなどはどこかに吹き飛んでもう一段の秘密を企てる輩も出てくることになるのでしょう。

　去る⚖月末、米国系ヘッジファンドのグループ会社が日本板硝子の公募増資において増資イ

ンサイダー取引を行ったとして、金融商品取引業の登録を取り消されました。その後、同社は

他の銘柄でもインサイダー取引をしていた疑いがあるとして、証券取引等監視委員会により調

査が進められており、増資インサイダー問題は証券業界の大きなスキャンダルに発展しました。

東京証券取引所の調査では、⚒⚐⚐⚙年から⚒⚐⚑⚑年の間に公募増資の公表前に売買高が急増した銘

柄は⚒⚕銘柄にのぼり、その多くでインサイダー取引が行われたとされています。こうしたこと

から、東証では増資インサイダー取引を専門に調べる「公募増資審査室」を新設、また金融審

議会で着手しているインサイダー取引規制の見直しでも罰則が大幅に強化されそうです。

　インサイダー取引は、長引く証券不況の影響で着実に増加しているといわれていますが、こ

の増加傾向の背景にあるのがネット取引の普及です。これは非対面性・匿名性が悪用されるケ

ースで、不公正取引のほとんどがネット取引に関係しているともいわれます。そしてもうひと

つが海外との取引の増加、いわゆる売買のクロスボーダー化で、新たな問題として浮上してき

た増資インサイダー取引には、このクロスボーダー化による外国籍ファンドが関係しています。

　人が秘密をもつとそれを誰かに話したくなる衝動に駆られるのは、自分だけが知っていると

いう優越した意識と自己顕示の欲求とが結びつく結果だそうです。増資インサイダーにも機関

投資家への情報提供者がいるわけで、その意味では組織的に見えるこの種の事件も秘密情報に

欲得がからんでの個人が出発点といえます。金融業界全体としても、あらためて個々人へのコ

ンプライアンス精神の徹底と内部管理体制の再整備、そしてその有効性を検証する内部監査部

門の充実が求められます。
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　去る⚖月⚓日（日）に実施いたしました第⚒⚖
回コンプライアンス・オフィサー認定試験、
および第⚑⚓回個人情報保護オフィサー認定試
験の試験結果がまとまりましたのでご報告い
たします。

コンプライアンス・オフィサー認定試験

●金融コンプライアンス・オフィサー⚑級
　成績結果は、〔表－⚑〕のとおりです。
　応募者数⚙⚙⚐名中受験者は⚗⚗⚒名で、認定者
は⚒⚐⚙名でした。認定率は⚒⚗．⚐⚗％、平均点は
⚕⚒．⚔⚘点で、認定率は前回よりも下がりました。
　問題では、〔問題－⚓〕貸手責任、〔問題－
⚘〕金融機関の守秘義務、が低調でした。
　〔問題－⚓〕は、貸手責任（レンダーズ・ラ
イアビリティ）について問う問題でしたが、
この論点を認識し、貸手責任の定義等を踏ま
えて解答をしていた答案は少なかったといえ
ます。
　金融機関職員としては、担当者の発言が金
融機関としての判断を示していると融資を受
ける側が考える可能性がある点を踏まえて、
相手に誤解を与えないような対応をすべきで
ある、といった内容を的確に記述する解答が
望まれます。
　また、〔問題－⚘〕は、金融機関の守秘義務
に関する問題で、顧客情報を裁判所に提出す
ることが正当な行為として守秘義務が免除さ
れるか否かを問うものでしたが、質問の趣旨
とは異なる観点から解答をしている答案も多
く、結果は低調でした。
　守秘義務は、コンプライアンスにおいて重
要なテーマですので、しっかりと理解をして
おく必要があります。

●金融コンプライアンス・オフィサー⚒級
　成績結果は、〔表－⚒〕のとおりです。
　応募者数⚗，⚑⚑⚔名中受験者は⚖，⚔⚙⚗名で、認

定者は⚔，⚕⚐⚒名でした。認定率は⚖⚙．⚒⚙％、平
均点⚖⚕．⚓⚖点で、認定率は前回よりも若干上が
りました。
　正答率が⚓⚐％を下回った問題は、〔問－⚘〕
株主代表訴訟、〔問－⚑⚖〕利益相反取引と銀行
の留意事項、〔問－⚑⚙〕詐欺罪（刑法）、〔問－
⚓⚐〕浮貸し、の⚔問でした。
　〔問－⚘〕は、従来の商法との違いを問う選
択肢の内容もあったためか、低調でした。
　〔問－⚑⚖〕は、会社と取締役との利益相反取
引に関する問題でした。金融機関は、取締役
会または株主総会の承認の有無について、議
事録写しによって確認する法的義務があるか
否かについて理解していれば解答できる問題
でしたが、結果は低調でした。
　〔問－⚑⚙〕は、詐欺罪についての問題でした
が、正解以外の選択肢を選択している受験者
が多く、知識が不十分であったと思われます。
　〔問－⚓⚐〕では、浮貸しで処罰される者を問
う選択肢において誤答した受験者が多かった
のが特徴的です。浮貸しの内容については多
くの受験者が理解していたと思われますが、
罰則に関する知識については不足していた受
験者が多く、低調な結果となりました。

個人情報保護オフィサー認定試験

●金融個人情報保護オフィサー⚒級
　成績結果は、〔表－⚓〕のとおりです。
　応募者数⚔，⚕⚖⚙名、受験者数⚔，⚑⚗⚕名、認定
者数⚒，⚔⚙⚗名でした。認定率は⚕⚙．⚘⚑％と前回
比⚔．⚓⚘ポイント上がりました。
　マークシートの結果を前回と比べてみます
と、⚓⚐％以下の問題が⚑問、⚘⚐％以上の正答
率の問題が前回より⚑問多い⚘問あったこと
や、全体的に正答率が良好だったこともあり、
今回の結果になったといえます。
　正答率⚓⚐％以下の問題は、〔問－⚒⚑〕利用目
的外利用の⚑問ですが、「一般統計調査に回答

コンプライアンス・個人情報保護　オフィサー認定試験　成績結果
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する場合」に対する理解不足が影響したもの
と思われます。
　記述式の結果をみますと、〔問－⚓⚖〕の個人
情報、個人データについては、法が定める個
人情報、個人情報データベース等、個人デー
タ、そして保有個人データの定義をそれぞれ
はっきりと記述している答案は意外に少なく、
平均点があまり伸びませんでした。
　〔問－⚓⚗〕のセンシティブ（機微）情報の取
得については、多くの受験者が記述してはい
ましたが、全体的に低調な結果でした。金融
庁ガイドライン⚖条を確認のうえ、必要事項

を正しく理解していただければと思います。
　〔問－⚓⚘〕の保有個人データの開示は、保有
個人データとは何か、保有個人データから除
外される事由について、さらに、開示に関す
る個人情報保護法⚒⚕条⚑項と但書きの関係に
ついて、その理解度を試す基本的な問題でし
たが、平均点は⚕点台でした。現実の実務処
理にあたっては、いささかの齟齬も許されま
せんので、個人情報保護法令、金融庁ガイド
ラインをもう一度読み直して、確認していた
だければと思います。
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〔表－⚑〕　金融コンプライアンス・オフィサー⚑級・業態別成績一覧表

全 体他団体
個 人郵 政証 券生 保

損 保労 金信 連
農 協信 組信 金第 二

地 銀信 託地 銀都 銀
特 銀

⚙⚙⚐⚙⚙⚑⚐⚘⚒⚔⚓⚙⚒⚓⚓⚒⚕⚑⚑⚒⚖⚓⚒⚗⚕⚒⚑応募者数（名）

⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚐．⚐⚐⚐．⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚘⚑⚒．⚔⚒⚓．⚙⚔⚒．⚓⚒⚓⚒．⚘⚓⚑⚑．⚓⚑⚖．⚓⚖⚒⚗．⚗⚘⚒．⚑⚒応募比率（％）

⚗⚗⚒⚖⚖⚑⚐⚖⚘⚓⚒⚑⚙⚒⚕⚘⚘⚘⚔⚙⚒⚒⚖⚑⚙受験者数（名）

⚗⚗．⚙⚘⚖⚖．⚖⚗⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚗⚕．⚐⚐⚓⚓．⚓⚓⚘⚒．⚐⚕⚘⚒．⚖⚑⚗⚙．⚓⚘⚗⚘．⚕⚗⚗⚗．⚗⚘⚘⚒．⚑⚘⚙⚐．⚔⚘受　験　率（％）

⚒⚐⚙⚒⚑⚑⚐⚒⚒⚘⚕⚔⚘⚓⚐⚒⚓⚖⚐⚙認定者数（名）

⚒⚗．⚐⚗⚓⚑．⚘⚒⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚓⚓．⚓⚓⚒⚕．⚐⚐⚒⚕．⚐⚐⚒⚖．⚓⚒⚑⚘．⚖⚐⚓⚔．⚐⚙⚔⚖．⚙⚔⚒⚖．⚕⚕⚔⚗．⚓⚗認　定　率（％）

⚕⚒．⚔⚘⚕⚖．⚙⚘⚖⚑．⚐⚐⚐．⚐⚐⚕⚕．⚓⚓⚔⚘．⚖⚓⚔⚙．⚖⚖⚕⚔．⚐⚕⚔⚙．⚒⚐⚕⚓．⚙⚕⚕⚗．⚙⚘⚕⚓．⚑⚙⚕⚕．⚕⚓平　均　点（点）

⚔⚑．⚒⚔⚑．⚒⚔⚗．⚐⚐．⚐⚓⚔．⚕⚓⚕．⚘⚔⚐．⚙⚔⚑．⚑⚔⚒．⚙⚔⚓．⚕⚔⚑．⚐⚓⚘．⚖⚔⚔．⚙年　　齢（歳）

⚑⚘．⚕⚑⚖．⚑⚒⚙．⚐⚐．⚐⚑⚑．⚘⚑⚓．⚕⚑⚘．⚒⚑⚖．⚒⚒⚐．⚙⚒⚑．⚐⚑⚘．⚖⚑⚕．⚙⚑⚙．⚖勤続年数（年）

※　認定基準は⚖⚐点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。

〔表－⚒〕　金融コンプライアンス・オフィサー⚒級・業態別成績一覧表

全 体他団体
個 人郵 政証 券生 保

損 保労 金信 連
農 協信 組信 金第 二

地 銀信 託地 銀都 銀
特 銀

⚗，⚑⚑⚔⚘⚔⚙⚓⚑⚑⚗⚕⚑⚐⚐⚑，⚐⚑⚘⚖⚗⚓⚑，⚕⚗⚔⚖⚗⚑⚔⚓⚒⚑，⚒⚕⚑⚓⚖⚗応募者数（名）

⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚑．⚙⚓⚐．⚐⚔⚐．⚐⚑⚒．⚔⚖⚑．⚔⚑⚑⚔．⚓⚑⚙．⚔⚖⚒⚒．⚑⚓⚙．⚔⚓⚖．⚐⚗⚑⚗．⚕⚙⚕．⚑⚖応募比率（％）

⚖，⚔⚙⚗⚗⚓⚗⚓⚑⚑⚔⚗⚙⚐⚙⚔⚖⚖⚒⚕⚑，⚔⚓⚙⚖⚒⚓⚓⚙⚔⚑，⚑⚔⚗⚓⚔⚕受験者数（名）

⚙⚑．⚓⚓⚘⚖．⚘⚑⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐⚘⚔．⚐⚐⚙⚐．⚐⚐⚙⚒．⚙⚓⚙⚒．⚘⚗⚙⚑．⚔⚒⚙⚒．⚘⚕⚙⚑．⚒⚐⚙⚑．⚖⚙⚙⚔．⚐⚑受　験　率（％）

⚔，⚕⚐⚒⚖⚐⚙⚓⚑⚑⚒⚘⚖⚖⚔⚓⚕⚓⚑⚘⚙⚕⚑⚔⚖⚔⚓⚖⚐⚘⚕⚓⚓⚑⚔認定者数（名）

⚖⚙．⚒⚙⚘⚒．⚖⚓⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚐⚐．⚐⚐⚘⚗．⚐⚗⚗⚓．⚓⚓⚔⚕．⚙⚘⚕⚐．⚘⚘⚖⚖．⚐⚙⚗⚔．⚔⚘⚙⚑．⚓⚗⚗⚔．⚓⚗⚙⚑．⚐⚑認　定　率（％）

⚖⚕．⚓⚖⚗⚐．⚒⚘⚗⚒．⚐⚐⚖⚖．⚐⚐⚗⚐．⚒⚙⚖⚗．⚐⚐⚕⚘．⚓⚓⚕⚙．⚔⚑⚖⚓．⚕⚙⚖⚗．⚕⚖⚗⚓．⚓⚙⚖⚖．⚗⚕⚗⚑．⚙⚕平　均　点（点）

⚓⚓．⚕⚓⚕．⚒⚔⚔．⚗⚒⚗．⚐⚓⚗．⚗⚒⚙．⚔⚓⚖．⚘⚓⚑．⚔⚓⚒．⚕⚓⚒．⚙⚓⚓．⚙⚓⚑．⚙⚓⚔．⚑年　　齢（歳）

⚑⚐．⚓⚑⚑．⚑⚒⚕．⚓⚕．⚐⚑⚔．⚒⚖．⚓⚑⚓．⚔⚙．⚒⚑⚐．⚕⚖．⚘⚑⚐．⚔⚙．⚒⚑⚐．⚗勤続年数（年）

※　認定基準は⚖⚐点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。
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〔表－⚓〕　金融個人情報保護オフィサー⚒級・業態別成績一覧表

全 体他団体
個 人郵 政証 券生 保

損 保労 金信 連
農 協信 組信 金第 二

地 銀信 託地 銀都 銀
特 銀

⚔，⚕⚖⚙⚔⚗⚘⚑⚑⚐⚑⚑⚕⚕⚒⚑，⚖⚖⚗⚒⚐⚓⚘⚐⚗⚒⚒⚓⚙⚗⚘⚘⚐⚓⚖応募者数（名）

⚑⚐⚐．⚐⚐⚑⚐．⚔⚖⚐．⚒⚔⚐．⚐⚐⚒．⚕⚒⚑．⚑⚔⚓⚖．⚔⚙⚔．⚔⚔⚑⚗．⚖⚖⚔．⚘⚘⚒．⚑⚒⚑⚙．⚒⚖⚐．⚗⚙応募比率（％）

⚔，⚑⚗⚕⚔⚒⚑⚑⚑⚐⚗⚙⚔⚓⚑，⚕⚗⚖⚑⚘⚕⚗⚓⚔⚒⚐⚙⚙⚐⚗⚙⚔⚓⚓受験者数（名）

⚙⚑．⚓⚘⚘⚘．⚐⚘⚑⚐⚐．⚐⚐⚐．⚐⚐⚖⚘．⚗⚐⚘⚒．⚖⚙⚙⚔．⚕⚔⚙⚑．⚑⚓⚙⚐．⚙⚕⚙⚓．⚗⚒⚙⚒．⚗⚘⚙⚐．⚒⚓⚙⚑．⚖⚗受　験　率（％）

⚒，⚔⚙⚗⚓⚑⚒⚘⚐⚕⚕⚓⚓⚗⚑⚘⚙⚑⚔⚔⚙⚑⚔⚑⚘⚑⚕⚘⚓⚒⚖認定者数（名）

⚕⚙．⚘⚑⚗⚔．⚑⚑⚗⚒．⚗⚓⚐．⚐⚐⚖⚙．⚖⚒⚗⚖．⚗⚔⚔⚕．⚕⚖⚔⚙．⚑⚙⚖⚑．⚑⚗⚖⚗．⚔⚖⚙⚐．⚐⚐⚗⚓．⚔⚓⚗⚘．⚗⚙認　定　率（％）

⚖⚑．⚗⚒⚖⚔．⚙⚐⚖⚙．⚙⚑⚐．⚐⚐⚖⚓．⚓⚓⚖⚖．⚙⚕⚕⚘．⚐⚓⚕⚙．⚐⚕⚖⚑．⚙⚕⚖⚒．⚖⚗⚗⚓．⚐⚓⚖⚕．⚓⚗⚖⚘．⚓⚙平　均　点（点）

⚓⚔．⚙⚓⚕．⚙⚔⚖．⚕⚐．⚐⚔⚑．⚔⚓⚓．⚑⚓⚖．⚓⚓⚓．⚖⚓⚓．⚕⚓⚒．⚖⚔⚑．⚔⚓⚒．⚖⚓⚖．⚒年　　齢（歳）

⚑⚒．⚒⚑⚒．⚓⚒⚐．⚐⚐．⚐⚑⚗．⚘⚘．⚗⚑⚔．⚐⚑⚑．⚘⚑⚐．⚘⚙．⚙⚑⚘．⚘⚙．⚖⚑⚓．⚐勤続年数（年）

※　認定基準は⚖⚐点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。

横横横横横横横横横横横横横横横横横

第⚒⚗回　コンプライアンス・オフィサー認定試験のご案内
受験料実施時間出題形式実　施　種　目願書受付期間実　施　日

⚖，⚓⚐⚐円⚑⚓：⚓⚐～⚑⚖：⚓⚐
（⚑⚘⚐分）事例付記述式金融コンプライアンス・

オフィサー⚑級⚒⚐⚑⚒年
⚘月⚒⚐日捷～
⚙月⚑⚐日捷
必　着

⚒⚐⚑⚒年
⚑⚐月⚒⚘日掌

⚔，⚒⚐⚐円⚑⚐：⚐⚐～⚑⚒：⚓⚐
（⚑⚕⚐分）四答択一式

金融コンプライアンス・
オフィサー⚒級

保険コンプライアンス・
オフィサー⚒級

　～新規認定試験のご案内～

『ＪＡコンプライアンス⚓級』認定試験
　当協会では⚒⚐⚑⚓年⚓月より新たに、主にＪＡにお勤めの職員を対象として標記試験を実施さ
せていただくことになりました。本試験は、ＪＡ職員のコンプライアンス知識の向上を目的に、
ＪＡの業務において求められるコンプライアンス関連法令等にかかる知識の習得程度を測定す
るものです。実施要項は下記のとおりです。

⚑．受験資格・受験対象者　受験資格は一切問いません。どなたでも受験できます。ただし、
出題内容はＪＡ職員向けのものとなっています。

⚒．出題形式等　三答択一式（マークシート方式）⚕⚐問（各⚒点）：⚑⚐⚐点満点
⚓．認定基準　⚑⚐⚐点満点中⚖⚐点以上得点することが目安です（正式には試験委員会にて決定）。
⚔．試験時間　⚑時間⚓⚐分（⚙⚐分）
⚕．持込品　受験票・筆記用具のみ
⚖．受験料　⚓，⚑⚕⚐円（税込）
⚗．実施日時　⚒⚐⚑⚓年⚓月⚓日（日）⚑⚓：⚓⚐～⚑⚕：⚐⚐
⚘．受験申込期間（受験願書受付期間）　⚒⚐⚑⚓年⚑月⚘日（火）～⚑月⚒⚑日（月）（必着）


